
【門真市美しいまちづくり条例】
（第31条2項） 市民等はカラス、犬猫その他
の動物で飼い主のいないもの又は飼い主の不明な
ものに、むやみに給餌を行うことにより、ふん害
を発生させる等、良好な生活環境を損なってはな
らない。


